


















はじめに 

文部省が発表した昨年のいじめについての調査結果によると,発生件数は全国の公立小・中

学校で,4 月から 10月までに 15 万件あったという。これはかなり大きな社会問題である。 

本研究では,そのようないじめを含めた情緒障害の発生予防と,家族治療の問題を検討して

いくことになった。そして,そこから本研究所の中で家族療法の実践をすすめることを考え

るに至った。 

その内容として,まず調査によっていじめっ子,いじめられっ子の問題を,心理あるいは社

会福祉といったややマクロな立場で考えてみることにした。つまり従来このような問題は,

加害者とか被害者のパーソナリティあるいは,学校の教育事情を考えることが多かったの

であるが,ここでは,家庭の社会病理の問題に焦点をあててみた。これは国民的課題と言え

るのではないかと思っている。つまり現代社会の家庭の養育機能失調の問題,子どもをとり

まく人間関係の稀薄さの問題,母子関係の文化の違いなどを調べることになる。それと並行

して,臨床相談を通して直接家族と接触し,援助していくための方法としての家族療法の研

究を行うことにした。 

家族療法といってもいくつかの立場があるが,要するに従来の臨床相談の考え方では,人格

の発達理論を重要視し,治療理論は人間関係を通じて行うアクセプタブルな方法をとるも

のが多いのに対して,家族療法ではかなり積極的に実践介入していく場合が多いわけであ

る。つまり家族が積極的にメンバーの欲求や感情を満すことが一致していれば,安心して生

活できる。しかしメンバーの考え方にくいちがいがある場合,第三者であるセラピストが積

極的にその中に入って,家族の相補的状況を求める戦略を明確に当事者同志の前に提示す

るなど揺さぶりをかけ,家族のシステムを変えることになろう。 

我々はこの家族療法を,日本の今日の情緒障害の問題解決に適用していかなくてはならな

いと思う。ここで注意しなければならないことは,日本的な家制度に代表されている家全体

のまとまりという考え方が,我が国に残っているということである。その点を考慮しながら,

今後の実践へと進めていきたいと考えている。 


